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1．計画策定の背景と目的 

本県の公共交通は、少子高齢化の進展による若年人口・生産年齢人口の減少によって、公共交通の利用者の減少に
加え、運行を担う側の人材の減少という問題を抱えており、各事業者は撤退や運行の業務の縮小を迫られている。 

本計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、本県の公共交通に係る現状と今後の課題を整理
するとともに、県の実態に合った持続可能な地域公共交通のあり方を示した上で、今後 5 年間の公共交通のマスター
プランとして位置付け、鹿児島県の地域の旅客運送サービスの持続可能性を高めるために策定する。 

２．計画の対象区域  鹿児島県全域 
３．計画の期間    令和 6 年 4 月から令和 11 年 9 月末まで 
４．地域や公共交通に関する現状整理・分析 

住⺠アンケート調査、高校生アンケート調査、公共交通利用者の移動実態調査、市町村アンケート調査等を実施し、
地域や地域公共交通の抱える課題と取り巻く環境について、整理・分析を行った。 

 
５．計画の基本的な方針と鹿児島県公共交通の将来像 

 

 

  

 
①利便性の高い幹線 公共交通の提供 

【便利な公共交通】 

地
域
公
共
交
通
の
持
続
可
能
性
に
関
す
る
現
状
と
課
題 

 マイカーの普及による公共
交通利用者の減少からの脱
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 移動ニーズと運行形態の不
一致解消 

 利便性確保に向けた公共交
通の選択と集中・見直しの
必要性 
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 地方公共団体と交通事業者
の間で役割分担を明確化 

 移動目的や公共交通同士の
連携が必要 
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誰もが安心して暮らし、活躍できる鹿児島を目指し地域と共に「つながり」、「便利な」公共交通を創り、 

全ての県⺠や利用者で公共交通をこれからも「育む」 

 広域・高速交通と二次交通
のシームレスなつながりの
必要性 

 利用者視点を考慮したスト
レスの無いサービスの提供 

 公共交通の運行に係る収支
を改善し、負の連鎖を断ち
切る必要性 

 運行(航)に係る補助のみな
らず車両や船舶の更新まで
考えた補助制度の検討 

 子どもの公共交通利用マイ
ンドの醸成 

 公共交通における DX 化の
推進と先進技術の実用化 

 公共交通に携わる人材の確
保に向けた支援 

 公共交通のイメージ向上 
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②公共交通に係る関係者がそれぞれが役割
と責任を自覚し、主体的に地域や移動の
新たな価値を創出 
【つながり、価値を生み出す公共交通】 

③持続可能な公共交通運行(航)体制の構築 
【公共交通を育む】 

①公共交通の改善による交
流・おでかけの活発化 

②公共交通を含む関係者間
の連携・協働による地域経
済の活性化 

③地域旅客運送サービスの
持続性向上 
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• 移動実態や輸送実態に応じた幹線・域内公共交通
ネットワークの再構築と補助制度の活用 

• 交通モードを跨いだダイヤ調整・乗継環境整備 

• 交通以外の分野との共創の推進 

• 複数市町村に跨る広域の検討体制構築 

• 交通以外の分野との共創の推進（再掲） 

• ＭａａＳやキャッシュレス決済の推進 

• 経路検索サイト等への公共交通情報の提供の推進 

• 公共交通人材確保支援の実施 

• 様々な公共交通モードの連携による利便性向上に
向けた検討 

• 幹線交通の確保維持や GX 車両への更新 

• 公共交通に関する先進技術等の研究と社会実装 

• 子どもをターゲットとしたモビリティ・マネジメ
ントの推進 

• 公共交通の利用増に向けた広報戦略の策定 

• 公共交通人材確保支援の実施（再掲） 
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• 肥薩おれんじ鉄
道の輸送人員 

• 乗合バス輸送人
員 

• タクシー輸送人
員 

• 鹿児島空港年間
乗降者数(国内
線・国際線合計) 

• 県内航路輸送人
員 

• 財政負担額（県
⺠１人当たり） 

• 公共交通の利用
回数（県⺠ 1 人
当たり） 
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6．実施施策 
鹿児島県における公共交通の目標および将来像の達成に向け、基本方針に基づいて、設定した実施施策を以下

に示す。 
各施策は、記載する実施主体が施策を推進するものとするが、本計画期間内においても施策の有効性等を鑑み

て、随時、実施施策及び実施施策の方向性は見直しを行う。 
 計画目標 
 実施施策 実施主体 スケジュール（年度） 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 
 ①公共交通の改善による交流・おでかけの活発化 

 移動実態や輸送実態に応じた幹線・
域内公共交通ネットワークの再構築
と補助制度の利活用 

鹿児島県、市町村       
 交通事業者       

 交通モードを跨いだダイヤ調整・乗
継環境整備 

鹿児島県、市町村、交通事
業者 

      

 生活利便施設関係者       
 交通以外の分野との共創の推進 鹿児島県、市町村、交通事

業者、移動目的地関係者、
一次産品・特産品関係者 

 
   

 
 

 ②公共交通を含む関係者間の連携・協働による地域経済の活性化 
 複数市町村に跨る広域の検討体制構

築 
鹿児島県、市町村       

 交通事業者       
 交通以外の分野との共創の推進（再

掲） 
鹿児島県、市町村、交通事
業者、移動目的地関係者、
一次産品・特産品関係者 

 
 

 
 

 
 

 ＭａａＳやキャッシュレス決済の推
進 

鹿児島県       
 市町村、交通事業者       
 経路検索サイト等への公共交通情報

の提供の推進 
鹿児島県       

 市町村、交通事業者       
 公共交通人材確保支援の実施 鹿児島県、市町村、県バス

協会、タクシー協会、交通
事業者 

  
  

 
 

 ③地域旅客運送サービスの持続性向上 
 公共交通人材確保支援の実施（再掲） 鹿児島県、市町村、県バス

協会、タクシー協会、交通
事業者 

  
  

 
 

 様々な公共交通モードの連携による
利便性向上に向けた検討 

鹿児島県       
 市町村、交通事業者       
 幹線交通の確保維持や GX 車両への

更新 鹿児島県       

 公共交通に関する先進技術等の研究
と社会実装 

鹿児島県、市町村、交通事
業者       

 子どもをターゲットとしたモビリテ
ィ・マネジメントの推進 

鹿児島県、鹿児島県教育
委員会、市町村教育委員
会 

  
  

 
 

 県バス協会、交通事業者       

 公共交通の利用増に向けた広報戦略
の策定 

鹿児島県、交通事業者、移
動目的地関係者 

      

7．計画の達成状況を評価する数値指標 
 

計画目標 
 数値指標 現状値 

（R4 年度） 
中間値 
R8 年度末 

目標値 
R10 年度末 

① 公共交通の改善による交流・おでかけの活発化 
 肥薩おれんじ鉄道の輸送人員 975 千人 1,001 千人 970 千人 

【設定の考え方】過去の輸送人員のすう勢と交通事業者の見込み値か
ら設定 
【データ取得方法】公共交通事業者データ、鹿児島県で集計 
【評価時期】毎年 

 乗合バス輸送人員 23,924 千人 
(令和 3 年度実績値) 

23,924 千人 23,924 千人 
【設定の考え方】過去の輸送人員のすう勢から設定 
【データ取得方法】九州運輸要覧 
【評価時期】毎年 

 タクシー輸送人員 9,274 千人 
(令和 3 年度実績値) 

9,274 千人 9,274 千人 
【設定の考え方】過去の輸送人員のすう勢から設定 
【データ取得方法】九州運輸要覧 
【評価時期】毎年 

 鹿児島空港年間乗降者数（国内線・国際線合計） 4,065 千人 5,683 千人 6,491 千人 
【設定の考え方】鹿児島空港将来ビジョンに示されている目標値を基

に設定 
【データ取得方法】公共交通事業者データ、鹿児島県で集計 
【評価時期】毎年 

 県内航路輸送人員 925 千人 925 千人 925 千人 
【設定の考え方】過去の輸送人員のすう勢から設定 
【データ取得方法】公共交通事業者データ、鹿児島県で集計 
【評価時期】毎年 

② 公共交通を含む関係者間の連携・協働による地域経済の活性化 
③ 地域旅客運送サービスの持続性向上 
 財政負担額（県⺠ 1 人当たり） 1,021 円/人 1,067 円/人 1,088 円/人 

【設定の考え方】過去の財政負担額のすう勢と、今後の人口減少
を鑑み設定 

【データ取得方法】県内バス路線補助額（県データ）、鹿児島県
で集計 

【評価時期】毎年 
 公共交通の利用回数（県⺠ 1 人当たり） 37.9 回/人 39.0 回/人 41.0 回/人 

【設定の考え方】過去の公共交通の利用回数のすう勢から設定 
【データ取得方法】九州運輸要覧（鹿児島県発の旅客流動量） 
【評価時期】毎年 

 

鹿児島県地域公共交通協議会（事務局：鹿児島県庁交通政策課内） 
〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０番１号 
TEL：099-286-2453 / FAX：099-286-5533 

輸送実態に応
じた適切な交
通モード選択

継続的に改善 

運行継続・改善 

継続的に調整・改善 

協力 

連携関係構築 実施体制の検討 

体制の
検討・
設置 

協議会の開催と事業実施 

検討体制への参画と事業実施 

連携関係構築 実施体制の検討 

連携関係構築 
技術的な助言・支援 

事業実施 

継続的な支援 

オープンデータ化の実施・適宜更新 

制度 
設計 事業実施 

制度 
設計 事業実施 

助言・支援 

可能性検討 合意形成が調った地域から統合 

制度検討 

先進技術の研究・社会実装に向けた実証実験 

通学
MM の
検討 

通学 MM の実施 

バスの乗り方教室の実施 

広報戦
略策定 

広報戦略に基づいた 
ブランドイメージ構築 


